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令和２年度第１回総合教育会議次第 
 

日 時   令和２年７月 31 日（金）午前 10 時 00 分～ 
場  所  ひかりプラザ２階 203・204 号室      

 
 
 
 １ 開会 
 
 
 
 
 
 ２ 協議・調整事項 
 
「新型コロナウイルス感染症対策の現状について」 

 
① 国分寺市立学校における学習支援コンテンツの活用について 
               …資料１ 学校指導課 
 
② 新型コロナウイルス感染症の理解に関する教育・人権相談に

ついて 
               …資料２ 学校指導課 
                      人権平和課 
 
③ 学校と学童の連携について 

…資料３ 子ども子育て事業課 
 
  ３ その他 
 
   
 
 
 
  ４ 閉会 



 

２ 

 

国分寺市立学校における学習支援コンテンツの活用 

  

 

１ 学習支援コンテンツの活用目的   

・災害等によりやむを得ず，児童・生徒の登校が困難な場合に，児童・生徒の状況を定期的に

把握するとともに家庭学習を継続して支援する。 

※通常授業再開後も，ラインズｅライブラリの授業における活用や不登校傾向の児童・生徒

との連絡手段等，様々な活用方法について検討していく。  

 

２ 本市で活用している学習支援コンテンツ 

  「まなびポケット」（ＮＴＴコミュニケーションズ） 

 

３ 活用機能 

  （１）まなびポケット プラットフォーム（令和２年５月～） 

   （ア）チャンネル 

    ・全校やクラスごとなど範囲を決めて，課題配布やファイル共有ができる。 

   （イ）個別メッセージ 

    ・教員と児童・生徒全体，又は，教員と児童・生徒個人でメッセージのやりとりがで

きる。（※児童・生徒同士のみのやりとりは行えません。） 

   （ウ）ストレージ 

    ・動画等をアップロードし，クラスや学年等の範囲を決めて公開できる。 

  （２）ラインズｅライブラリ for まなびポケット（令和２年６月～） 

    ・57,000 問以上の問題数を搭載し，採択されている教科書の単元名やページ数か

ら問題が抽出できる。また，児童・生徒の理解度に応じた問題の提供や解説教材

の使用もできるため，学習内容の振り返りとして自習に活用したり，教員が授業

における提示教材として活用したりすることもできる。 
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４ 活用事例 

   

      

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分散登校中の時間割や持ち物等に

ついて，担任から連絡をした時の画

像です。 

本コンテンツの活用に際しては，

保護者の皆様に様々なご協力をいた

だきました。 

中学校でラインズｅライブラリを使って，

数学の授業を行ったときの様子です。 

このコンテンツは，個の理解度に応じて学

習が進められるため，通常の授業となっても

活用を図っていきます。 

担任からのメッセージとと

もに，画像を掲載してクイズ

を出すなど，子どもたちが楽

しめるような工夫を様々考え

ながら，各学校で取り組んで

きました。 

 
① 

 
② 

 
③ 
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新型コロナウイルス感染症の理解に関する教育・人権相談について 

 

１ 新型コロナウイルス感染症についての理解 

「国分寺市立学校版感染症ガイドライン【第４版】」では，以下のように記載している。 

 

児童・生徒が新型コロナウイルス感染症の予防について正しく理解し，適切な行動をとれ

るよう，発達段階を踏まえた指導を行う。また，疾病に対する抵抗力を高めるため，家庭に

おける十分な睡眠，適度な運動，バランスのとれた食事を心掛けるよう指導すること。 

感染者や濃厚接触者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為をしないこと，

医療や社会生活を維持する業務の従事者等，新型コロナウイルス感染症拡大防止のために最

前線で尽力されている方々に感謝の念をもつことについて，発達段階に応じた指導を行う。 

 

２ 各学校の取組事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝会の校長先生のお話

を，テレビ放送で静かに聞

いています。学校では，こ

のような機会も活用して，

偏見や差別の防止に関する

ことを指導しています。 

子どもたちの感染症へ

の理解を深めるために

は，ご家庭の協力が欠か

せません。このような資

料を基に，保護者にも呼

びかけを行っています。 

 
① 

 
② 
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教室や廊下にポスターを掲示するなどし

て，感染対策への意識が高められるように

しています。 

「新しい生活様式」に早く慣れてもらい

たいと考えています。 

保護者のボランティアの方々が，消毒作

業を手伝ってくださいました。広い校舎を

教職員だけで消毒するのは，大変な作業と

なるため，大変ありがたいです。 

自分たちの安全のために取り組んでくれ

る方々がいるということを子どもたちに指

導することも大切な視点です。 

東京都教職員研修センター発行の指導資

料を全校に配布し，活用を促しました。 

道徳の時間に全校で本教材を活用した中

学校では，生徒から「感染症は不安と無理

解が差別につながってしまうことを知りま

した。」や「医療従事者が感染リスクの高い

中最前線で戦ってくれていることに深く感

謝する。」等の感想が聞かれました。 

 

 
③ 

 
④ 

 
⑤ 
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3 子どもの人権への取組 

 

（１） 人権事業 

（ア） 子どもの人権 110番 

事業概要   

学校での悩み，家庭内での問題など教師や保護者には言えない相談の窓口として，法務

局・地方法務局の職員，人権擁護委員（国分寺市：６名が任命）が対応。 
 

強化週間 

令和２年８月 28日（金）～９月３日（木） 

・電話相談 平日午前８時 30分～午後５時 15分   

・インターネット人権相談受付窓口（SOS-eメール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ LINE人権相談 令和２年７月 1日（水）から開始 
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（イ） 子どもの人権 SOSミニレター 

事業概要 

   全国の小学校・中学校の児童・生徒に「子ども人権 SOS ミニレター（便箋兼封筒）」

を配布。教師や保護者に相談できない子どもの悩みごとを把握し，子どもをめぐる

様々な人権問題の解決にあたる。 

   また，希望する連絡方法（電話・手紙）で人権擁護委員，法務局職員が返事をしてい 

る。 
 

配布時期 

・令和２年度：９月１日（火）～９月 25日（金）（予定） 

・配布前に児童及び生徒から配布の希望があった場合は，既に備え付けをされている 

ミニレターを利用 

   ＊別添 子どもの人権 SOSミニレター（小学生用・中学生用） 

 

（２） DV対策事業 

（ア） デート DV防止リーフレット 

  若年層へのデートDV防止の啓発事業として毎年度リーフレットを配布 

  ・配布状況 市内高校生及び教職員（2校），児童館等へ配布 

  ・配布時期 ７月中旬に配布  

  ＊別添 「超カンタン デート DVの基礎知識」 

 

(３) 国際化施策事業 

（ア） 国際協会による児童・生徒活動支援 

 外国にルーツがある児童・生徒の日本語・学習サポーターによる個別支援の実施 

・日本語・学習サポーター派遣  

令和元年度 ３名 

・相談支援（令和２年２月～５月） 

 相談件数 76件（子育て・教育等に係る相談 60件※延べ件数）※コロナ関連 45 件 
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学校と学童の連携について 

 
学童保育所では，すでに新型コロナウイルス感染症の対策を講じながら保育をしておりま

すが，特に夏季休業期間中の利用児童の増加及び学校で新型コロナウイルス感染者が発生し

た場合の対応をまとめましたので報告します。 

 

１ 夏季休業期間中の対応について（密集・密接対策） 

学校の夏季休業期間中，午前８時から午後７時まで開所し，１日保育を実施しています。

夏季休業期間中においては，利用する児童が増えることから，児童の密集，密接回避の対策

が必要となります。今般，教育委員会との調整により，学校運営に支障をきたさない範囲で

優先的に学校施設を利用することができるようになりました。連携の状況等については，下

記のとおりです。 

（１） 児童館内に併設されている学童保育所 （6施設） 

児童館の利用制限を継続するとともに学童保育児童の受け入れを優先し，児童館内

の施設を活用します。また，学校の施設利用を予定している施設もあります。 

（２） 学校敷地内等にある学童保育所 （12施設） 

各学校と連絡調整のうえ，校庭，体育館，図書室，多目的室，特別教室等学校施設

を利用する予定です。 

 

２ 学校において新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応 

（１） 学校と学童保育所との関係 

学校において，感染者が発生した場合は，以下のとおりの対応をします。 

① 学童保育所を利用している児童が感染した場合 

    感染した児童が利用している学童保育所については，市，保健所及び東京都等（以

下「保健所等」といいます。）で協議のうえ，休所の必要性や休所の期間等を決めます

（基本的には２週間休所の対応）。 

② 学童保育所を利用していない児童や教職員等が感染した場合 

    学校や保健所等と情報共有・連携して対応をします。学校の対応（学校閉鎖・学年

閉鎖）等を踏まえつつ，学童保育所を利用している児童で濃厚接触者がいないかどう

かなどを確認しながら，個別のケースに応じた対応をしていきます。 

（２） 学童保育所における基本的な対応手順 

学童保育所において，新型コロナウイルス感染症に感染した児童等又は感染者の濃

厚接触者となった児童等が出た場合については，国や東京都からの通知及び「保育所

等における新型コロナウイルス感染症対応の手引き」（国分寺市）に基づき対応し，市，

保健所及び東京都等で協議のうえ，休所の必要性や休所の期間等を決めることになり

ます（基本的には２週間休所の対応）。休所等の対応については，学校とも必要に応じ

て情報共有を図っていきます。

令 和 ２ 年 度 第 １ 回
総 合 教 育 会 議  資 料 N o . ３ 
子  ど  も  子  育  て  事  業  課 
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「保育所等における新型コロナウイルス感染症対応の手引き」（国分寺市）より抜粋 

保育所等を利用する子ども等が新型コロナウイルスに 

感染した（疑い含む）場合の対応手順について 
 

〈保育所，学童保育所〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

感染した子どもの保護者など 

※職員が感染した場合も同様の対応 

※疑いのある症状が出ている場合や家族等 

で感染者が出た場合も市に連絡 

 
指示等 

 

① 本人等の基本情報 

② 現在の状況 

・熱，呼吸器症状，その他症状 

・入院の有無も含む 

③ 受診状況 

・医療機関名，診療科など 

・PCR検査実施予定の有無 

④ 症状等の経過 

⑤ 現時点での対応 

⑥ 今後の見通し 

保育所，学童保育所 

連絡・相談 

園医 

市（子ども子育て事業課） 

随時報告 

保健所 

保護者の同意を得て必

要に応じて情報共有 

連絡・相談 

感染が判明した場合，速

やかに対応を協議・判断 

東京都 

【保育所】 保育支援課 

【学童保育所】家庭支援課 

 

⚫ 臨時休所の必要性の有無（期間・範囲） 

⚫ 子ども及び職員の健康観察 

⚫ 保護者等への情報提供等の対応，連携 

⚫ 施設内の消毒作業（保健所の指導） 

⚫ 経過観察後の通常保育再開の時期 など 

連絡・相談 

保健所 

市（健康推進課） 

連絡 

連絡 

助言・指示等 

 

保護者 市（子ども子育て事業課） 保健所 保育所，学童保育所 

【行動調査の実施】 
【消毒等の指導】 

【臨時休所の決定】 

施設が配布するお知らせの内容確認調整 

市からの指示を受け施設で対応 

【保護者に臨時休所のお知らせ配布】 
・ 

施設から臨時休所のお

知らせを受け取る 

市からの指示を受け施設で対応 
【必要に応じ保護者にお知らせ配布】 
・ 

行動調査の受け入れ 
消毒等の対応 

施設からお知らせを受
け取る 

【行動調査の終了】 
濃厚接触者の特定 

施設の対応を助言 

【行動調査結果を踏まえ，必要な対応決定】 
施設が配布するお知らせの内容確認調整 
 

濃厚接触者に特定された職
員等について連絡 

感染判明後の対応フロー 

 

感染者や濃厚接触者等の人権や個人情報に十分配慮した対応をとること 

 

対応について東京都に報告 

市ホームページ公表 



第一東元町学童保育所

第二東元町学童保育所

ひかり児童館

第一光町学童

第二光町学童保育所

第一東恋ヶ窪学童保育所

第二東恋ヶ窪学童保育所

いずみ児童館

第一泉町学童保育所

第二泉町学童保育所

第三泉町学童保育所

日吉町学童保育所

しんまち児童館

第一新町学童保育所

第二新町学童保育所

本多児童館

第一本多学童保育所

にしまち児童館

西町学童保育所

西恋ヶ窪学童保育所

戸倉学童保育所

学童保育所かがやき

西元町学童保育所colors

国分寺駅北口和みっこｸﾗﾌﾞ

もとまち児童館

児童館・学童保育所一覧

ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ戸倉

ふじＳＵＮクラブ

ｳｨｽﾞﾀﾞﾑｱｶﾃﾞﾐｰ国分寺校

第二・第三本多学童保育所

キッズクラブ泉町

キッズクラブ泉町第二

学童保育じゃんぷ東元町クラブ

公立学童保育所

第一東元町学童保育所 学校敷地内 41

第二東元町学童保育所 学校敷地内 16

第一光町学童保育所 児童館併設 60

第二光町学童保育所 学校敷地内 55

第一東恋ヶ窪学童保育所 学校敷地内 46

第二東恋ヶ窪学童保育所 学校敷地内 42

第一泉町学童保育所 児童館併設 71

第二泉町学童保育所 児童館併設 30

第三泉町学童保育所 学校敷地外 32

五小 日吉町学童保育所 学校敷地内 56

第一新町学童保育所 児童館併設 61

第二新町学童保育所 児童館併設 56

第一本多学童保育所 児童館併設 40

第二本多学童保育所 学校敷地内 37

第三本多学童保育所 学校敷地内 26

八小 ⻄町学童保育所 学校敷地内 45

九小 ⻄恋ヶ窪学童保育所 学校敷地内 81

十小 ⼾倉学童保育所 学校敷地内 53
848

三小

四小

六小

七小

合計

学区 施設名 所在等 定員数

一小

二小

⺠設学童保育所
学区 施設名 定員数

一小 学童保育じゃんぷ 東元町クラブ 19

二小 ふじSUNクラブ 40

学童保育所かがやき 40

ウィズダムアカデミー国分寺校 40

colors⻄元町学童保育所 38

キッズクラブ泉町 22

キッズクラブ泉町第二 32

七小 国分寺駅北口和みっこクラブ 45

十小 キッズクラブ⼾倉 40

316合計

三小

四小

公設学童保育所

民設学童保育所


